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公益法人会計基準改正のポイント 
 

新しい「公益法人会計基準」及び「公益法人会計基準の運用指針」が令和６年 12 月20 日に内閣府公益認定等委員会で決定されました。 

本会計基準（令和6 年会計基準）は、今般の公益法人制度改革を受けた必要な見直しを行うとともに、「わかりやすい財務情報の開示」を実現するため制定され

ました。 
 
本会計基準は、令和7 年（2025 年）4 月1 日以降に開始する事業年度から適用を開始となります。 

ただし、3 年間の移行期間が設けられており、令和 10 年（2028 年）4 月1 日より前に開始する事業年度までは、引き続き平成２０年基準を適用できます。 

注）内閣府や各都道府県に支出計画実施報告書を提出していない一般社団法人、一般財団法人は本会計基準の適用対象外です。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正の詳細は、公益法人 information（https://www.koeki-info.go.jp）等でご確認ください。 
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会計基準改正における WEB バランスマン会計の対応について 

ｖ 


